
規 則

�愛媛県規則第４８号
愛媛県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県営住宅管理条例施行規則（昭和３５年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

（単身入居の資格）

第１条の２ 条例第５条の規則で定める者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があ

るために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け

ることができず、又は受けることが困難であると認められる者を

除く。

�～� 省略

� 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成１３年法律第３１号。以下「配偶者暴力防止等法」とい

う。）第１条第２項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法

第２８条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者

で、次のいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号（配偶者暴力防止

等法第２８条の２において準用する場合を含む。）の規定によ

る一時保護又は配偶者暴力防止等法第５条（配偶者暴力防止

等法第２８条の２において準用する場合を含む。）の規定によ

る保護が終了した日から起算して５年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項（配偶者暴力防止等法第

２８条の２において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がそ

の効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの

（単身入居の資格）

第１条の２ 条例第５条の規則で定める者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があ

るために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受け

ることができず、又は受けることが困難であると認められる者を

除く。

�～� 省略

� 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（平成１３年法律第３１号。以下「配偶者暴力防止等法」とい

う。）第１条第２項に規定する被害者で次の

いずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号

の規定によ

る一時保護又は配偶者暴力防止等法第５条

の規定によ

る保護が終了した日から起算して５年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第１０条第１項

の規定

により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がそ

の効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの
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告 示

監 査 公 表

�愛媛県告示第１３３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

越智郡上島町岩城地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２５年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・岩城島北地区）計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２５年１２月１１日から平成２６年１月１６日まで

３ 縦覧場所

上島町役場本庁及び岩城総合支所

�������
�愛媛県告示第１３３３号
西条市古川乙土地改良区から認可申請があった古川乙地区の交換

分合計画は、相当と認めるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９９条第５項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成２５年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

交換分合計画書

２ 縦覧期間

平成２５年１２月１１日から平成２６年１月３０日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

附 則

この規則は、平成２６年１月３日から施行する。

�公表第１４号
定期監査結果の公表（平成２５年１０月公表第１３号）の一部を次のとおり訂正する。

平成２５年１２月１０日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

次の表の訂正前の欄に掲げる内容を同表の訂正後の欄に掲げる内容に下線で示すように訂正する。

２・３ 省略 ２・３ 省略

訂 正 後 訂 正 前

省略 省略

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日 監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

省略

中 央 児 童 相 談 所

東 予 児 童 相 談 所

南 予 児 童 相 談 所

省略

子 ど も 療 育 セ ン タ ー

省略

平成２５年４月１９日

平成２５年５月２１日

平成２５年５月２２日

平成２５年５月１５日

省略

中 央 児 童 相 談 所

東 予 児 童 相 談 所

南 予 児 童 相 談 所

省略

子 ど も 療 育 セ ン タ ー

省略

平成２５年４月１９日

平成２５年５月２１日

平成２５年５月２２日

平成２５年５月１５日

（監査の結果）

省略

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収

入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

（監査の結果）

省略

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収

入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考 区 分
収入未済額（円）

備 考
現年度分 滞納繰越分 計 現年度分 滞納繰越分 計

２４年度 ５，９８９，５００ ２６，６４３，１２０ ３２，６３２，６２０ 金額は各

年度の決

算による

２４年度 ５，９８９，５００ ２６，６４３，１２０ ３２，６３２，６２０ 金額は各

年度の決

算による

２３年度 ５，６８４，９６０ ２９，４８２，４８３ ３５，１６７，４４３ ２３年度 ４，９９４，２９０ ３４，８７８，３５３ ３９，８７２，６４３

差引増減 ３０４，５４０ △２，８３９，３６３ △２，５３４，８２３ 差引増減 ９９５，２１０ △８，２３５，２３３ △７，２４０，０２３

愛 媛 県 報平成２５年１２月１０日 第２５２９号

９２９



選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第９１号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、平成２６年１月１日から施

行する。

平成２５年１２月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（中央児童相談所）

２ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収

入確保と収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

（中央児童相談所）

２ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収

入確保と収入未済額の縮減に、 一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考 区 分
収入未済額（円）

備 考
現年度分 滞納繰越分 計 現年度分 滞納繰越分 計

２４年度 ２，４７８，１９０ ７，７１７，０３８ １０，１９５，２２８ 金額は各

年度の決

算による

２４年度 ２，４７８，１９０ ７，７１７，０３８ １０，１９５，２２８ 金額は各

年度の決

算による

２３年度 ２，４１５，８８０ ６，１７２，７６８ ８，５８８，６４８ ２３年度 ２，１４１，０００ ７，９１１，１５８ １０，０５２，１５８

差引増減 ６２，３１０ １，５４４，２７０ １，６０６，５８０ 差引増減 ３３７，１９０ △１９４，１２０ １４３，０７０

（東予児童相談所）

３ 省略

４ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収

入確保と収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

（東予児童相談所）

３ 省略

４ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収

入確保と収入未済額の縮減に、 一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考 区 分
収入未済額（円）

備 考
現年度分 滞納繰越分 計 現年度分 滞納繰越分 計

２４年度 １，６３６，６２０ ２，９８８，７６０ ４，６２５，３８０ 金額は各

年度の決

算による

２４年度 １，６３６，６２０ ２，９８８，７６０ ４，６２５，３８０ 金額は各

年度の決

算による

２３年度 ８８８，９１０ ２，７８５，４７０ ３，６７４，３８０ ２３年度 １，１６６，０６０ ３，２６２，５４０ ４，４２８，６００

差引増減 ７４７，７１０ ２０３，２９０ ９５１，０００ 差引増減 ４７０，５６０ △２７３，７８０ １９６，７８０

（南予児童相談所）

５ 子ども療育センター利用料金について 、納期限内の収

入確保と収入未済額の縮減に、一層

努められたい。

（南予児童相談所）

５ 子ども療育センター利用料金については、納期限内の収

入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に、引き続き

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考 区 分
収入未済額（円）

備 考
現年度分 滞納繰越分 計 現年度分 滞納繰越分 計

２４年度 １，０３５，０４７ ３，１１７，３７９ ４，１５２，４２６ 金額は各

年度の決

算による

２４年度 １，０３５，０４７ ３，１１７，３７９ ４，１５２，４２６ 金額は各

年度の決

算による

２３年度 ８９２，７１４ ２，９２２，７０３ ３，８１５，４１７ ２３年度 １，５４８，６１２ ３，２４９，６２１ ４，７９８，２３３

差引増減 １４２，３３３ １９４，６７６ ３３７，００９ 差引増減 △５１３，５６５ △１３２，２４２ △６４５，８０７

（子ども療育センター）

６・７ 省略

（子ども療育センター）

６・７ 省略

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

和ホスピタル 松山市柳原７３９
昭和４６年３月

３０日

省略 省略

２～５ 省略 ２～５ 省略

愛 媛 県 報平成２５年１２月１０日 第２５２９号

９３０



正 誤

�正 誤

平成２５年７月２３日付け第２４８９号愛媛県告示第８６７号（漁業免許の

内容等の公示）中

ページ 箇 所 誤 正

５６１ ４ 存続期間中 平成３０年３月３１日まで 平成３０年１２月３１日まで

平成２５年１２月１０日 発行

愛 媛 県 報平成２５年１２月１０日 第２５２９号

９３１


